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働
き
方
改
革
の
課
題
の
一
つ
と
し
て
、

「
副
業

・
兼
業
の
促
進
」
が
挙
げ
ら
れ
て

い
ま
す
。

従
業
員
側
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、

「
自

分
の
や
り
た
い
仕
事
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
」

「
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
」
「資
格
の
活
用
」
「
十

分
な
収
入
の
確
保
」
等
が
指
摘
さ
れ
て
い

ま
す
。

会
社
側
に
と

っ
て
も
、

「
副
業
を

通
じ
た
創
業

・
新
事
業
の
創
出
や
中
小
企

業
の
人
手
不
足
対
応
」
と
い
っ
た
効
果
を

期
待
で
き
ま
す
。

ダ
ブ
ル
ワ
ー
ク
の
環
境
を
整
え
る
た
め
、

労
働

・
社
会
保
険
の
整
備
も
課
題
と
な

っ

て
い
ま
す
。

厚
生
労
働
省
で
は
、
こ
の
ほ

ど
、

一雇
用
保
険
に
関
す
る
検
討
会
の
報
告

書
を
公
表
し
ま
し
た
。

一
つ
の
方
向
性
と
し
て
、

「
複
数
事
業

所
の
週
所
定
労
働
時
間
が
２０
時
間
以
上
に

な
っ
た
時
点
で
、

本
人
申
出
に
基
づ
き
加

入
さ
せ
る
」
等
の
案
を
示
し
、

試
行
的
な

制
度
運
用
を
行
う
の
も
有
力
と
提
言
し
ま

し
た
。

た
だ
し
、

総
論
と
し
て
は

「新
し
い
仕

組
み
の
対
象
と
な
る
マ
ル
チ
ジ
ョ
ブ
ホ
ル

ダ
ー
の
数
は
少
数
で
、

事
務
コ
ス
ト
等
も

考
慮
す
る
と
、

保
険
給
付
よ
り
は
求
職
者

支
援
制
度
や
職
業
訓
練
で
対
応
す
る
の
が

適
当
」
と
い
う
見
解
を
表
明
し
て
い
ま
す
。

政
府
は
熱
を
入
れ
て
旗
を
振
り
ま
す
が
、

事
務
方
は

「一雇
用
保
険
の
制
度
全
体
を
大

き
く
変
え
る
に
は
、

少
し
時
期
尚
早
」
と

後
ろ
向
き
の
姿
勢
を
み
せ
て
い
る
感
じ
で

す
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

会
社
組
織
等
で
も
、
ト
ッ
プ
が
懸
命
て

新
方
針
を
打
ち
出
す
の
に
対
し
て
、

従
業

員
が
保
守
的
な
見
解
に
固
執
す
る
と
い
す

図
式
が
し
ば
し
ば
生
じ
ま
す
。

ま
さ
に
、

「笛
吹
け
ど
踊
ら
ず
」
で
す
。

し
か
し
、

事
務
方
の
厚
労
省
も
、

現
行

体
制
の
ま
ま
で
副
業

・
兼
業
の
拡
大
に
対

応
で
き
な
い
点
は
痛
切
に
感
じ
て
い
る
よ

う
で
す
。

た
と
え
ば
、

別
の
検
討
会
で
は

「副
業

・

兼
業
の
場
合
の
労
働
時
間
管
理
」
に
関
す

る
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。

労
基
法
第
３８

条
で
は
、

「
複
数
事
業
場
の
労
働
時
間
通

算
」
に
つ
い
て
定
め
て
い
ま
す
が
、

そ
の

解
釈
に
関
し
て
は
未
確
定
な
部
分
が
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
ち
ら
の
方
面
で
ス
ッ
キ
リ
し
た
考
え

方
が
提
示
さ
れ
れ
ば
、

企
業
実
務
の
現
場

で
も
対
応
方
針
を
決
め
や
す
く
な
り
ま
す
。

次
の
検
討
会
報
告
は
、

労
務
担
当
者
に
と
っ

て
注
目
で
す
。
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「同

一
労
働
同

一
賃
金
」
に
関
し
て

は
、

パ
ー
ト
労
働
法

・
労
働
契
約
法

・

派
遣
法
が
改
正
さ
れ
ま
す
。

ま
ず
、

前
者
２
つ
か
ら
み
て
い
き
ま

し
ょ
う
。
こ
の
２
つ
の
改
正
法
は
、

平

成
３２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、

中
小
企
業
は
１
年
間
、

適
用

が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

現
在

（改
正
前
）
、

パ
ー
ト
労
働
者

の
均
衡

・
均
等
待
遇
に
つ
い
て
は
パ
ー

ト
労
働
法
の
中
に
、

有
期
一層
用
労
働
者

の
均
衡
待
遇
に
関
し
て
は
労
働
契
約
法

の
中
に
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
改
正
で
は
、

労
働
契
約
法
中

の
均
衡
待
遇
の
規
定

（第
２０
条
）
を
削

除
し
、

パ
ー
ト
労
働
者

・
有
期
一雇
用
労

法
に
則
し
た
格
差
是
正
を

企
業
単
位
の
比
較
に
統

一

働
き
方
改
革
関
連
法
の
う
ち
、

同

一
労

働
同

一
賃
金
関
係
は
、

平
成
３２
年
４
月
か

ら
施
行
さ
れ
ま
す
が
、

中
小
企
業
を
対
象

と
し
て
１
年
間
の
猶
予
措
置
も
設
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

ま
だ
時
間
的
に
は
ゆ
と
り
が

あ
り
ま
す
が
、

改
正
法
で
ど
の
よ
う
な
考

え
方
が
示
さ
れ
た
か
を
再
確
認
し
、

早
め

に
格
差
改
善
等
に
向
け
た
検
討
を
始
め
る

べ
き
で
し
ょ
う
。

働
者
の
双
方
に
つ
い
て

「パ
ー
ト
・
有

期
一雇
用
労
働
法

（短
時
間
労
働
者
及
び

有
期
一雇
用
労
働
者
の
一雇
用
の
改
善
等
に

の
第
２
条
は
、

対
象
と
な
る
パ
ー
ト

（短
時
間
労
働
者
）

・
有
期
一雇
用
労
働

者
を
定
義
し
て
い
ま
す
。

短
時
間
労
働
者
と
は
、

「
同

一
の
事

業
主
に
雇
用
さ
れ
る
通
常
の
労
働
者

（正
社
員
等
）
よ
り
週
の
所
定
労
働
時

間
が
短
い
労
働
者
」
を
い
い
ま
す

（同

条
第
１
項
）。
有
期
一雇
用
労
働
者
と
は
、

「事
業
主
と
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働

契
約
を
締
結
し
て
い
る
労
働
者
」
を
指

し
ま
す

（同
条
第
２
項
）。

現
在

（改
正
前
）
は
、

パ
ー
ト
に
つ

い
て
は
同

一
の
事
業
所
の
正
社
員
と
比

で
ノ
ン
ツ
≫
≫
≫
≫
≫
≫
≫

マ
ー
ス
事
件

（東
京
地
裁
平
２９
。
３
●

２３
）
と
い
う
世
間
的
に
も
大
き
な
注
目

を
集
め
た
裁
判
が
あ
り
ま
す
。

地
下
鉄
の
売
店
業
務
に
従
事
す
る
有

期
一層
用
労
働
者
が
、

正
社
員
と
の
格
差

は
違
法

（労
契
法
第
２０
条
）
と
訴
え
ま

し
た
。

労
働
者
側
は
、

「自
分
と
同
じ
よ
う

に
売
店
で
働
く
正
社
員
と
格
差
が
あ
る
」

と
主
張
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

裁
判
所

は

「売
店
で
働
く
正
社
員
で
は
な
く
、

会
社
全
体
の
正
社
員
」
と
比
較
す
る
の

が
正
当
と
判
示
し
ま
し
た
。

労
契
法
第
２０
条
は
、

「格
差
は
、

職

務
の
内
容

・
人
材
活
用
の
仕
組
み
・
そ

の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
不
合
理
な
も

の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て

い
ま
す
。

裁
判
所
は
、

「会
社
全
体
の

正
社
員

（売
店
業
務
以
外
の
大
多
数
の

正
社
員
）
と
比
べ
る
と
、

職
務
の
内
容

等
が
違
う
」
の
だ
か
ら
、

格
差
に
違
法

性
は
な
い
と
結
論
付
け
て
い
ま
す
。

売

店
業
務
従
事
の
正
社
員
と
比
べ
れ
ば
、

当
然
、

逆
の
判
断
が
下
さ
れ
た
は
ず
で
、

こ
と
ほ
ど
左
様
に
比
較
対
象
の
選
定
は

大
切
な
問
題
な
の
で
す
。

関
す
る
法
律
と

で
統

一
的
に
規
制
す

る
と
い
う
形
に
改
め
ま
す
。

ち
な
み
に
、

有
期
雇
用
労
働
者
に
関

す
る
規
制
の
う
ち
、

一展
止
め
や
無
期
転

換
等
に
関
す
る
規
定
は
、

そ
の
ま
ま
労

働
契
約
法
中
に
残
さ
れ
ま
す
。

新
し
い
パ
ー
ト
・
有
期
一雇
用
労
働
法

較
す
る
規
定
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

改
正

後
は
パ
ー
ト
・
有
期
雇
用
労
働
者
と
も

に
、

「
同

一
の
事
業
主
」
の
正
社
員
が

対
象
に
な
り
ま
す

（企
業
単
位
で
比
較
）。

な
ん
だ
か
細
か
い
話
の
よ
う
で
す
が
、

「比
較
対
象
が
誰
に
な
る
か
」
は
実
は

と
て
も
大
切
な
問
題
で
す
。
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コ


